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３．国土交通省が実施者として実施する主な事業内容の考え方について 

 

（１）自然再生事業を実施する上での基本的な考え方（前提条件） 

 
＜基本的な考え方＞ 

①植生等の再生を図る区域は、過去に植生に関する情報が存在する区域で実施する。 
②現状の植生を極力保全する。（現状の植生を刈り取りしてまで養浜等を行わない。） 

③消波施設等の現況施設はできるだけ活用する。 

④環境学習として既に使われている箇所については、現状の利用状況を尊重する。 
⑤土砂を投入する場合等においては、自然の力を借りながら変化に富む水辺空間を

再生することとする。 
⑥事業実施前及び実施後に必要なモニタリングを行う。 

 

 

（２）自然再生の対象となる区域の各区間の特色及び事業の考え方（案） 

   自然再生の対象となる区域の自然再生対象地区を、「現況及び過去の植生分布状況」、

「地形条件」、「消波施設の有無」等から、Ａ～Ｉの計 9区間に分けてそれぞれの特徴

を整理した。 

   なお、検討に用いた植生分布や地形条件の基礎資料（植生分布範囲の変遷、各区間

の横断図）は参考資料に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然再生の対象となる区域の各区間の特色及び事業の考え方（案） 

湖岸植生※１ 

区間名 現況

（H14）

過去

（S34）

施設等 地形条件※２ 各区間の事業の考え方（案） 

Ａ（田村地区①） 無 多 前面矢板 

（堤外地浚渫処理

ヤード） 

・矢板によって囲まれた陸地（浚渫処理ヤード）

と水域が遮断されている。水域との連続性を

もつ水辺空間を再生する。 

Ｂ（田村地区②） 少 少 消波工有り 

（堤内地浚渫処理

ヤード） 

対象範囲より沖

側に深掘れ（砂利

採取跡）がある。 

・堤内地側の浚渫処理ヤードを利用することで

多様な生物が生育・生息する水辺空間を再生

する。 

・心が癒され安らげる、湖岸景観を再生する。

Ｃ（沖宿地区 

干拓堤①） 

無 無 浮島有り 対象範囲の多く

に深掘れ（砂利採

取跡）がある。 

Ｄ（沖宿地区 

干拓堤②） 

無 少 消波工有り 

・矢板前面の水深が深く、過去にも植生は、ほ

とんど見られない。 

Ｅ（沖宿地区①） 少 少 消波工有り 

Ｆ（沖宿地区②） 少 少 消波工有り 

（沖宿集落前面）

対象範囲の沖側

（既設消波工付

近より沖側）から

水深が深くなる。 

・既存の植生を保全することで多様な動植物を

保全する。 

Ｇ（沖宿地区③） 多 多 消波工有り ・なだらかな地形を活かし、過去に見られた植

生帯まで植生を拡大させ、既に環境学習とし

て利用されている状況を尊重し、人と湖のつ

ながりを再生する。 

Ｈ（沖宿地区④） 多 多 － ・なだらかな地形を活かし、過去に見られた植

生帯まで植生を拡大させ、既に環境学習とし

て利用されている状況を尊重し、人と湖のつ

ながりを再生する。 

・既存の砂浜があるため、憩いの場・環境学習

の場としての水辺空間を再生する。 

Ｉ（戸崎地区） 無 多 － 

なだらかな緩勾

配地形が沖まで

続く。 

・なだらかな地形を活かし、過去に見られた植

生帯まで植生を再生する。 

※１：植生分布範囲の変遷図参照  ※２：横断図参照 
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